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  平成２７年４月１日から 死亡牛のＢＳＥ検査対象月齢が２４カ月齢
以上から４８カ月齢以上となりました。 

 また、月齢計算方法も変更されますのでお知らせします。 

 

 

【変更事項】 月齢：誕生日前日繰上り ⇒ 当日繰上り 

 
 

これまで、民法の考えにより月齢は誕生日の前日に繰り上がる計算 

となっていました。 

 

 例) 平成２６年４月１日生まれの牛は、 

    平成２７年３月３１日に死亡した場合１２か月齢 

 

 

 

平成２７年４月１日からは、誕生日をもって繰り上がる計算 

 

 例) 平成２６年４月１日生まれの牛は、 

    平成２７年４月１日に死亡した場合１２か月齢に変更 

  

 ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合せください。  


